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富谷市特定事業主行動計画 ～明日を支える子どもたちの育みと女性活躍の推進～     

 

Ⅰ はじめに 

本市では、次世代育成支援対策推進法に基づき、平成１７年４月に「富谷町特定事業

主行動計画」を策定し、事業主としての立場から職員が仕事と子育ての両立ができ、子

どもたちを健やかに育成できる環境を目指し、次世代育成の支援を実施してきました。 

また、女性が職業生活において十分に自身の能力を発揮し、活躍できる環境を整備す

ることを目的に、平成２７年８月に女性の職業生活における活躍の推進に関する法律

(以下「女性活躍推進法」という。)が成立したことにより、次世代育成支援対策推進法

に基づく行動計画と一体のものとして、平成２８年度から令和３年度まで「富谷市特定

事業主行動計画」を策定し、男女共に職員一人ひとりが個性と能力を十分に発揮できる

ための環境整備、職場全体で子育てや介護を行う職員を支えることのできる風土づくり

等の計画的な実現を目指してきたところです。 

こうした中、これまでの取組も踏まえつつ、令和４年度からの新たな行動計画を策定

し、今まで以上に、「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）」の実現や職員一

人ひとりが、この計画を自身に関わることと捉え、主体的に取り組むことで、より働き

がいを感じることができ、有意義に仕事と家庭の両立を実現できるよう組織一丸となっ

て、より一層の取組の推進を図っていきます。 

新計画の策定にあたっては、仕事と家庭の両立等に関する職員の現状や意識、ニーズ

を把握するため、令和３年９月に職員アンケートを実施し、取組の見直しを行い、新た

な数値目標を設定しました。 

 

令和４年３月３１日 

 

 

富谷市長 

富谷市議会議長 

富谷市教育委員会 

富谷市農業委員会 

富谷市選挙管理委員会 

富谷市代表監査委員 
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Ⅱ 総論 

１ 計画期間 

   本計画は、令和４年４月１日から令和８年３月３１日まで 

 

２ 計画の対象 

この計画の対象は、市長、市議会議長、教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会、

代表監査委員が任命するすべての職員とします。 

 

３ 計画の推進体制 

 （１）この計画を効果的かつ円滑に推進するため、総務部総務課人事組織管理室をこの計

画の推進の事務局とし、必要に応じた関係部署との連絡調整を行い、今後の支援施

策に活用します。 

 

（２）所属長は、当該計画の趣旨及び内容を十分認識し、職員の意識向上や職場環境の整

備など、働きやすい職場づくりは、所属長の責務であることを改めて認識し、職員

が仕事と子育てを安心して両立できる職場環境づくりを目指します。 

 

４ 計画の周知と公表 

総務部総務課人事組織管理室は、この計画を全職員に周知するとともに、ＰＤＣＡサ

イクルの確立に努め、毎年１回、取組の状況及び女性の職業選択に資する情報を市ホー

ムページ等で公表します。 

 

 

Ⅲ 具体的な取組内容 

１ 次世代育成支援対策推進編 

  （１）業務の改善について 

     仕事と生活の調和のとれた職場環境を実現していくために、業務の効率化を図る 

観点から、所属長は、既存業務の内容や進め方の見直しを行い、業務の簡素化・効 

率化・平準化・業務量の削減を目指します。 

 職員一人ひとりも職場の一員として自らの業務の進め方を見直し、担当業務の計 

画的な執行と創意工夫のよる改善により、勤務時間内での効率的な業務の遂行に努 

めます。 

 

  （２）妊娠中及び出産後における配慮について 

     母性保護及び母性健康管理を適切かつ有効に実施するため、妊娠中及び出産後の

職員に対して、次に掲げる措置を実施します。 
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 ⇒母性保護及び母性健康管理の観点から設けられている特別休暇等の制度周知を 

行う。 

     ⇒出産費用の給付等の経済的支援措置について周知を行う。 

     ⇒妊娠中の職員の健康や安全に配慮した業務分担に努める。 

     ⇒妊娠中の職員に対しては、本人の希望に応じ、超過勤務を原則として命じない 

こととする。 

     ※母性保護とは…働く女性の妊娠・出産・育児などの 母性 機能を 保護 することをいいます。 

      ※母性健康管理とは…妊娠中又は出産後の健康診査のための時間の確保や妊娠中の症状等に対応す 

るための措置を事業主に義務づけており、男女雇用機会均等法で定めるこれらの措置を母性健康 

管理の措置といいます。 

 

  （３）男性職員の子育て目的の休暇等の取得推進について 

     子育てが始まる時期に親子の時間を大切にし、子育ての喜びの実感と子育ての責 

任の認識をすることが重要であるため、男性職員の休暇取得を促進します。 

 ⇒男性職員の育児休業、育児短時間勤務または育児のための部分休業が取得可能 

であることや育児休業手当金等の制度の周知を行う。 

     ⇒子どもの出生時や育児における男性職員の特別休暇及び年次休暇の取得促進を 

図る。 

育児参加計画書の提出義務化 

⇒男性職員が子育てに取り組むきっかけとするため、「男性職員の育児参加計画 

書｣の作成及び提出を義務化し、所属長が男性職員の子育て休暇等の計画を確 

認し、計画を実施しやすい職場環境づくりに努めるなど、男性職員の育児参加 

を促進する。 

      

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

◇男性職員の育児休業取得率及び平均取得日数（平成２９年度～令和３年度） 

  H29年度 H30 年度 R1 年度 R2年度 R3年度 

対象者  ３人 ３人 １人 ６人 ４人 

取得者 ０人 ０人 ０人 ２人 １人 

取得率 ０％ ０％ ０％ ３３.３％ ２５％ 

平均取得日数 ０日 ０日 ０日 ４２日 ４４日 

 
◇男性職員の配偶者出産休暇取得率・平均日数（平成２９年度～令和３年度） 

  H29年度 H30 年度 R1 年度 R2年度 R3年度 

対象者 ３人 ２人 １人 ６人 ４人 

取得者 ０人 １人 ０人 １人 ０人 

取得率 ０％ ５０％ ０％ １６.７％ ０％ 

平均取得日数 ０日 １日 ０日 ２日 ０日 
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（４）育児休業等を取得しやすい環境の整備等について 

     育児休業、育児短時間勤務または育児のための部分休業の取得を希望する職員に 

ついて、その円滑な取得の促進等を図るため、次に掲げる措置を実施します。 

①育児休業等制度の周知 

⇒育児休業等の制度の趣旨及び内容について、職員に対して周知を行う。 

⇒妊娠（または妻の妊娠）を申し出た職員に対し、育児休業等の制度や手続きの 

説明を行う。 

     

②育児休業等を取得しやすい雰囲気の醸成 

⇒育児休業等の取得の申し出があった場合、所属長は業務分担の変更、見直しを 

行うなど、課内の応援体制を整備する。 

     ⇒職場の意識改革を進め、男性職員も含めて育児休業等を取得しやすい雰囲気の 

醸成を行う。 

 

③育児休業を取得した職員の円滑な職場復帰の支援 

⇒育児休業中の職員に対して、休業期間中の業務関係資料等の送付を行う。 

⇒復帰時には、所属長は業務に慣れるまでの間、業務分担に配慮するなど、課内 

全体でサポートを行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）時間外勤務の縮減について 

     時間外勤務の縮減は、仕事と子育て等を両立する上で効果が大きいものであるこ 

とから、所属長は次のような取組を進めます。 

 

①業務体制の整備 

⇒職員の時間外勤務状況を把握し、特定の職員に業務が集中しないように、実態 

に応じて課内での業務分担の調整、担当業務外の応援体制の整備を行うなど、 

課内が一体となって業務を進めていく業務体制づくりに努めます。 

⇒定時以降には会議や打ち合わせを行わないなど、課員が定時退庁しやすい環境 

づくりに努めます。 

 

 

◇女性職員の育児休業取得率及び平均取得日数（平成２９年度～令和３年度） 

  H29年度 H30 年度 R1 年度 R2 年度 R3年度 

対象者 １１人 ２人 １０人 ８人 ８人 

取得者 １１人 ２人 １０人 ８人 ７人 

取得率 １００％ １００％ １００％ １００％ ８８％ 

平均取得日数 ４５６日 ３３３日 ４５９日 ４２３日 ７９０日 
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②時間外勤務の縮減のための意識啓発等 

⇒部分休業や育児短時間勤務を取得している職員には、時間外勤務をさせないよ 

う努めます。 

     ⇒職員一人あたり年間３６０時間を超えて時間外勤務をさせないよう努めます。 

     ⇒時間外勤務の事前命令を徹底し、必要に応じた業務改善指導を実施します。 

 

 

 

     

 

 

③定時退庁日の実施 

毎週水曜日及び月末金曜日の｢定時退庁日｣の徹底に努めます。なお、繁忙期の 

ため｢定時退庁日｣の実施が困難な場合は、所属長が実情に応じて別の日を｢定時 

退庁日｣に設定し、定時退庁できる環境整備を図るとともに、自ら率先して定時 

退庁に努めます。 

  

 （６）休暇取得の促進について 

      子育てや家族のための休暇取得を促進するため、職員の休暇に対する意識の改 

革を図るとともに、所属長は次の休暇を取得しやすい環境づくりに努めます。 

 

①年次有給休暇・特別休暇の取得の促進 

⇒休暇を取得しやすい雰囲気の醸成や環境整備を図ることによる休暇の取得促進 

に努める。 

⇒定期的に職員の年次休暇取得状況を把握し、取得率が低い職員へは積極的な取 

得を呼び掛ける。 

⇒１ヵ月のうち最低１日（年間で最低１２日）を目安として、計画的な年次休暇 

等の取得を指導するとともに、自らも休暇の取得に努める。 

     ⇒職員が希望する妊娠や出産を実現するために、不妊治療を行っている職員に対

し、働き方の見直しや業務分担における配慮を行うなど、職場としての理解を

深めるとともに、休暇を取得しやすい環境の整備に努める。 

 

②連続休暇等の取得の促進 

土日や祝日を組み合わせた年次休暇、ゴールデンウィークや夏季休暇、年末年 

始休暇期間における連続休暇、職員及びその家族の誕生日等の記念日や子どもの 

学校行事等、家族との触れ合いのための休暇の取得促進に努める。 

 

 

◇職員一人一月あたりの時間外勤務時間数（平成２９年度～令和２年度） 

  H29年度 H30 年度 R1年度 R2年度 

時間外勤務時間数 ５.８h ４.９h ６.２h ５.７h 
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  （７）ハラスメント等の対策の整備状況について 

    ① ハラスメントを知る・防止する 

職場にあるさまざまなハラスメントについて、職員の全てが正しく理解できる

よう、研修会の実施や機会があるごとにハラスメントの防止について啓発してい

きます。 

 

② 相談体制の整備 

｢富谷市職員ハラスメント防止の指針｣に基づき、ハラスメントに関する相談等

の受付窓口（人事組織管理担当）を設置し、機会があるごとに周知します。 

 

２ 女性活躍推進編 

（１）女性の採用・登用の拡大推進 

     令和３年度の全職員に占める女性職員の割合は、４８％となっており、そのう

ち、管理職となっている女性職員の割合は１９．６％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）能力に応じた公正な評価による管理職への登用 

     男女を問わず適正な人材を管理職へ登用します。ただし、女性がそれぞれのライ

フステージにおいて就業を継続し、時間制約のある時期も能力発揮が可能となり、

その後のキャリア形成にも前向きになれる指標として、管理職等に占める女性割合

の目標を定めます。 

◇年次有給休暇の平均取得日数・消化率（平成３０年～令和３年） 

  H29年 H30 年 R1 年 R2年 R3 年 

平均取得日数 ８.６日 ９.３日 １０.０日 １０.４日 １１.１日 

平均取得時間 ６６.７h ７１.７h ７７.３h ８０.６h ８５.９h 

平均取得率 ２４.０％ ２５.５％ ２６.７％ ２９.２％ ３０.９％ 

 
 

◇管理職に占める女性職員の割合（令和３年４月１日現在） 

職名 総数 男 女 女性の割合 

部 長 級 １０人 ８人 ２人 ２０.０％ 

課 長 級 ３６人 ２９人 ７人 １９.４％ 

計 ４６人  ３７人 ９人 １９.６％ 

 

◇職員に占める女性職員の割合（平成２９年度～令和３年度） 

  H29年度 H30 年度 R1 年度 R2 年度 R3 年度 

人数 １５６人 １６０人 １６０人 １６６人 １７１人 

割合 ４６.４％ ４７.２％ ４７.２％ ４８.０％ ４８.０％ 
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     将来の管理職候補となるべき女性職員を育成していくため、女性職員の配置が少

ない部門等へ積極的に女性職員を配置することで、女性職員の職域拡大と人材育成

を図ります。 

 

 

 

 

 

（３）キャリア形成の支援 

     女性管理職としての活躍を視野に入れたキャリアプランを考える機会として、 

キャリアデザイン研修を実施します。 

 

Ⅳ 職員アンケートの結果 

   職員の現状や意識、ニーズを把握するため、アンケート調査を実施しました。集計結

果の概要については以下のとおりです。 

  ※アンケート調査結果 対象職員３３５名のうち回答者数１３４名（回答率４０.１％） 

 

１ 職場の環境について 

   「働きやすい（働き続けやすい）職場環境にするためには何が必要だと思います

か。」との問いに対しては、「時間外勤務が少ないこと」がもっとも多い回答であり、続

いて「仕事が適正に評価されること」、「育児・介護との両立について、一層の支援制度

を整備すること」が上位となりました。 

 ◇「働きやすい職場環境にするためには何が必要だと思いますか。」（複数回答可） 

 

110

35

85

70

83

26

18

10

0 20 40 60 80 100 120

時間外勤務が少ないこと

身近に活躍しているロールモデルがいること

仕事が適正に評価されること

仕事の内容にやりがいがあること

育児・介護との両立について、

一層の支援制度を整備すること

トップが女性活躍の推進に積極的であること

現在のままでも働きやすい

その他

◇採用した職員に占める女性職員の割合（平成２９年度～令和３年度） ※参考 

  H29年度 H30 年度 R1年度 R2 年度 R3年度 

人数 １７人 ９人 ７人 １０人 ８人 

割合 ４８.６％ ６４.３％ ７０.０％ ５８.８％ ５０.０％ 

 



8 
 

２ 昇任について 

   「あなたは将来管理職に昇任したいと考えていますか。」の問いについては、男女間

で大きく差が出ました。男性職員は「昇任したい」と回答した職員が４９％で、女性職

員は「昇任したくない」と回答した職員が７９％となりました。 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

    

さらに、「昇任したくない理由は何ですか。」との問いについては、「管理職をつとめ

る自信がない」、「管理職になることに興味がない。魅力を感じない」、「家庭・育児・介

護等との両立が難しい」との回答が多い結果となりました。 

   また、その他として、「組織全体についてまだ理解できていない」、「管理職になるメ

リットがまだ分からない」、「昇任したくないわけではないが、その時に自分が管理職に

適正かどうか、実力があるかどうか今は判断できない」という回答がありました。 

 

◇「昇任したくない」と回答した方にお伺いします。昇任したくない理由は何ですか。 

（複数回答可） 

 

 

管理職に

なること

に興味が

ない。魅

力を感じ

ない

管理職を

つとめる

自信がな

い

管理職は

長時間労

働をしな

くてはい

けないイ

メージが

ある

ロールモ

デルとな

る管理職

がいない

責任の重

い仕事を

したくな

い

家庭・育

児・介護

等との両

立が難し

い

趣味など

の他のラ

イフワー

クを充実

させたい

その他

男性 17 21 6 5 9 6 12 3
女性 23 48 20 4 22 34 14 5
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３ 女性の管理職について 

   「女性の管理職の割合を増やすために必要なことは何だと思いますか。」の問いにつ

いて、もっとも多かったのが、「時間外勤務や休日勤務の削減等、労働条件の改善」

で、続いて「入庁時からの計画的な人材育成」、「主事～主幹の間の幅広い業務経験」が

上位となりました。 

   また、その他として、「本人の昇進意欲」、「性別に関係なく適材適所であるべき」な

どの回答がありました。 

 

◇「女性管理職の割合を増やすために必要なことは何だと思いますか。」（複数回答可） 

  
 

４ 育児に関わる制度について 

   「男性が産休・育休を取得するために必要なことは何だと思いますか。」の問いにつ

いては、「計画的に利用させる仕組み」、「職員ごとの適切な業務量管理」が多い結果と

なりました。 

 

◇「男性が産休・育休を取得するために必要なことは何だと思いますか。」（複数回答可） 
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５ 両立支援について 

   「仕事と家庭の両立支援に必要なことは何だと思いますか。」の問いについては、男

女の差は見られず、「育児をしやすい職場環境の整備（定時退庁の徹底など）」、「管理職

の理解・協力」、「管理職以外の理解・協力」が必要との回答が多数を占めました。 

   また、その他として、「子供が病気になったりして急に休まなければならない際のフ

ォローアップの環境づくり」、「急に仕事を休まなければならなくなっても，十分に人材

がおり，互いにフォローし合える安心感のある環境」などが挙げられました。 

    

◇「仕事と家庭の両立支援に必要なことは何だと思いますか。」（複数回答可） 

 

 

Ⅴ 目標数値 

現状値を踏まえ、次のとおり目標数値を定めます。 

項目 現状値 
R7 

目標数値 

前計画 

目標数値 

男性職員が取得できる育児に係る特

別休暇の取得する割合 

配偶者出産休暇 

１６．７％ 

育児休暇 

３３．３％ 

８０％以上 ８０％以上 

職員一人一月あたりの時間外勤務数 ５．７時間 ５時間以下 ２６時間以下 

年次有給休暇の平均取得日数 １１．１日 １２日以上 １２日以上 

管理職に占める女性職員の割合* １９．６％ ３５％以上 ３５％以上 

 ＊令和３年度の算出より、内閣府の実施する「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進 

状況調査」における管理職の定義と同様の取扱いとすることが原則となったため、管理職総数から５級職（保育統括監、 

保育所長、幼稚園長）を除いている。 
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管理職の理解・協力

管理職以外の理解・協力

育児をしやすい職場環境の整備（定時退庁の徹底など）

時間外勤務や休日勤務等の削減

年次休暇や特別休暇の取得の促進

休職中の情報提供や研修受講機会の提供

その他
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